
 資料２  

 

入間市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例 

新旧対照表 

改正案 現 行 

（農地利用最適化推進委員の定数） （農地利用最適化推進委員の定数） 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、９

人とする。 

第３条 農地利用最適化推進委員の定数は、10人

とする。 

 


